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滋賀県立琵琶湖博物館の研究活動における不正行為に係る調査等に関する要綱 
 
（目的） 
第１条	 この要綱は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平

成 26年８月 26日文部科学大臣決定。以下「ガイドライン」という。）に基づき、滋賀県
立琵琶湖博物館（以下「博物館」という。）の研究活動における不正行為について調査を

行うため、必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（対象） 
第２条	 対象とする研究活動は、博物館に所属し、調査研究業務に従事する職員（以下「研

究者」という。）が、滋賀県の予算または国の競争的資金もしくは民間助成金（以下「競

争的資金等」という。）により博物館で行う全ての研究活動とする。 
２	 対象とする不正行為は、故意または研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を

著しく怠ったことにより、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調

査結果等に対して為された、次の各号に掲げる行為（以下「不正行為」という。）とする。 
（１）捏造（ねつぞう）	 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 
（２）改ざん	 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって

得られた結果等を真正でないものに加工すること。 
（３）盗用	 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または

用語を当該研究者の了解または適切な表示なく流用すること。 
（４）第１号から第３号までに掲げる行為以外の研究活動上の不適切な行為であって、研

究者としての行動規範および社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だ

しいもの 
 
（調査機関） 
第３条	 博物館の研究者に係る不正行為の通報があった場合は、原則として、博物館が通

報された事案の調査を行う。 
２	 博物館館長（以下「館長」という。）は、前項の調査について責任を有するものとする。 
３	 被通報者が博物館以外の研究機関にも所属する場合は、当該研究機関に合同で調査を

行うことを要請するものとする。 
４	 前項の規定により合同で調査を行う場合の調査の方法は、参加する研究機関と協議の

上決定するものとする。 
 
 (予備調査） 
第４条	 館長は、前条の規定により通報された事案の調査を博物館において行う場合、次

に掲げる事項について速やかに予備調査を行うものとする。 
（１）通報された不正行為が行われた可能性 
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（２）通報の際示された科学的な合理性のある理由の論理性 
（３）通報された事案に係る研究の公表から通報までの期間が、生データ等の研究資料な

ど研究成果の事後の検証を可能とするものについての各研究分野の特性に応じた合理

的な保存期間および博物館が定める保存期間を超えるか否かなど通報内容の合理性、

調査可能性等 
２	 予備調査の実施に当たっては、通報者が了承したときを除き、通報者が特定されない

ようその秘密の保持に十分に配慮しなければならない。 
３	 博物館の職員は、予備調査に際して協力を求められた場合には協力しなければならな

い。 
４	 館長は、予備調査の結果を踏まえ、原則として、通報があった日から 30日以内に本調
査を行うか否かを決定するものとする。 

５	 館長は、本調査を行うことが必要と判断した場合は、原則として、実施を決定した日

から 30日以内に本調査を開始するものとする。 
６	 館長は、本調査を行わないことを決定した場合、その旨を理由とともに通報者に通知

するものとする。この場合において、館長は、予備調査に係る資料等を保存し、必要に

応じてその事案に係る、競争的資金等を配分する機関（以下「資金配分機関」という。）

および通報者の求めに応じ開示できるものとする。 
 
（本調査の通知・報告） 
第５条	 館長は、本調査を行うことが必要と判断した場合、通報者および被通報者ならび

に資金配分機関に対し、その旨を通知し、調査への協力を求めるものとする。この場合

において、被通報者が博物館以外の機関に所属している場合には、当該機関にも通知す

るものとする。 
２	 本調査に当たっては、通報者が了承したときを除き、調査関係者以外の者や被通報者

に通報者が特定されないよう周到に配慮しなければならない。 
３	 館長は、本調査を行うことを資金配分機関および関係省庁に報告するものとする。 
 
（本調査の対象となる研究活動） 
第６条	 本調査の対象には、通報された事案に係る研究活動のほか、被通報者の他の研究

活動も含めることができる。 
 
（証拠の保全措置） 
第７条	 館長は、本調査の実施に当たって、通報された事案に係る研究活動に関して、証

拠となる資料等を保全する措置を行うものとする。この場合において、博物館以外でも

同様の措置を必要とする場合には、館長は当該機関に同様の措置を講ずるよう要請する

ものとする。 
２	 前項の規定による措置に影響しない範囲内であれば、被通報者の研究活動は制限され
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ない。 
 
（本調査における研究または技術上の情報の保護） 
第８条	 本調査にあたっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究または技

術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう十分

配慮しなければならない。 
 
（調査検討会の設置） 
第９条	 館長は、本調査の実施に当たっては、外部有識者を含む調査検討会を設置するも

のとする。 
２	 調査検討会は、次の各号に掲げる者（以下「構成員」という。）により構成し、その半

数以上は館外の研究者および有識者とする。 
（１）館長が指名する博物館職員	 若干名 
（２）館長が必要と認める博物館職員以外の滋賀県職員	 若干名 
（３）館長が必要と認める館外の研究者および有識者	 若干名 
３	 全ての構成員は、通報者または被通報者と直接の利害関係を有しない者でなければな

らない。 
４	 館長は、調査検討会の開催を決定したときは、その構成員の氏名および所属を通報者

および被通報者に通知するものとする。 
５	 前項の通知を受けた通報者および被通報者は、当該通知を受けた日の翌日から起算し

て７日以内に、館長に対し構成員に関する異議申立てをすることができる。 
６	 前項の異議申立てがあった場合において、館長はその申立て内容を審査し、内容が妥

当であると判断したときは、当該異議申立てに係る構成員を交代させるとともに、その

旨を通報者および被通報者に通知するものとする。 
 
（本調査の方法） 
第 10条	 調査検討会は、次に掲げる事項についての調査および被通報者の弁明の聴取を行
うものとする。 

（１）通報された事案に係る研究活動に関する論文や生データ（野帳、実験・観察ノート

を含む。）、関係する画像、標本、試料等の精査 
（２）関係者のヒアリング 
（３）再実験、再観察、再調査の要請 
（４）その他館長が必要と認めた事項 
２	 調査検討会の委員は、前項の調査および被通報者の弁明の聴取結果を踏まえ、不正行

為が行われたか否か、不正行為が行われたとみなした場合はその内容、関与した者とそ

の関与の度合い等について、館長に意見を述べるものとする。 
３	 館長が再実験、再観察等により再現性を示すことを被通報者に求める場合、または被
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通報者自らの意思によりそれらを申し出てその必要性を認める場合は、それに要する期

間および機会に関し、調査検討会から意見を聴くことができる。 
４	 前３項に規定する調査に関して、通報者および被通報者等の関係者は誠実に協力しな

ければならない。 
 
（本調査の中間報告） 
第 11条	 館長は、調査の終了前であっても、資金配分機関から求められた場合には、本調
査の中間報告を行うものとする。 

 
（不正行為の疑惑否認の立証責任） 
第 12条	 被通報者は、通報された事案に係る研究活動に関する疑惑について、否認しよう
とする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法と手続にの

っとって行われたこと、論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであること

を、研究試料等の科学的根拠を示して説明しなければならない。 
 
（本調査のまとめおよび不正行為か否かの判断） 
第 13条	 館長は、調査検討会の委員から意見を聴き、原則として本調査の開始後 150日以
内に調査結果をとりまとめるものとする。 

２	 館長は、前条により被通報者が行う説明を受けるとともに、本調査によって得られた

物的・科学的証拠、証言および被通報者の自認等の諸証拠を総合的に勘案して、不正行

為か否かの判断を行うものとする。 
３	 次の各号に掲げる場合には、不正行為が行われたと判断するものとする。 
（１）不正行為に関する証拠が提出された場合には、それらの証拠およびその他の証拠、

被通報者の説明によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができない場合 
（２）被通報者が生データや実験・観察ノート、画像、実験試料・試薬、標本等（以下、「生

データ等の研究資料」という。）の不存在など、本来存在するべき基本的な要素の不足

により、不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せない場合 
４	 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる場合には、不正行為と判断されない。 
（１）被通報者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、災害等その責

によらない理由により、基本的な要素を十分に示すことができない場合等、正当な理

由があると認められる場合 
（２）生データ等の研究資料の不存在などが、被通報者が所属する、または通報に係る研

究活動を行っていたときに所属していた研究機関が定める保存期間を超えることによ

るものである場合 
５	 第 12条に規定する立証責任の程度および第 3項第 2号に規定する本来存在するべき基
本的な要素については、研究分野の特性に応じたものとする。 
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（本調査の結果の通知および報告） 
第 14条	 館長は、通報者および被通報者に本調査の結果を通知するものとする。また、被
通報者が博物館以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知するものとす

る。 
２	 前項に定めるもののほか、館長は、その事案に係る資金配分機関および関係省庁に本

調査の結果を報告するものとする。 
３	 館長は、悪意に基づく通報であったと判断した場合は、通報者の所属する機関に報告

するものとする。 
 
（不服申立て）  
第 15 条	 不正行為を行ったと判断された被通報者は、前条第 1 項の通知を受けた日から

14日以内に、館長に対し不服申立てをすることができる。 ただし、通知を受けた日から
14日以内であっても、同一理由による不服申し立てを繰り返すことはできない。 

２	 前項の不服申立てがあった場合、館長は、調査検討会に対し、当該不服申立てについ

ての意見を求めるものとする。  
３	 調査検討会は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行う必要が

あるか否かについて、館長に意見を述べるものとし、館長はこれを踏まえ、再調査を行

うか否かを速やかに決定するものとする。 
４	 再調査を行う決定をした場合、館長は、当該不服申立者に対し、先の調査結果を覆す

に足る資料の提出等、再調査への協力を求めるものとする。ただし、その協力が得られ

ないときは再調査を打ち切ることができる。  
５	 再調査は調査検討会において行う。館長は、調査検討会の意見を聴き、原則として再

調査の開始後 50日以内に調査結果をとりまとめるものとする。 
６ 第５条から８条まで、第 11条、第 14条および第 17条第１項の規定は、再調査を行っ
た場合に準用する。この場合において、これらの規定中「本調査」とあるのは「再調査」

と読み替えるものとする。 
 
（本調査の結果の公表） 
第 16 条	 館長は、研究者に係る不正行為が行われたと認めた場合は、調査結果について、
次の各号に掲げる事項を公表する。  

（１） 本件の経緯および概要  
（２） 調査の体制および内容  
（３） 調査の結果  
（４） 調査機関が行った措置  
（５） 不正行為の発生要因と再発防止策  
（６） その他館長が必要と認める事項  
２	 館長は、不正行為が行われていないと判断した場合は、原則として調査結果を公表し
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ないものとする。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合および論文等に故意に

よるものでない誤りがあった場合ならびに悪意に基づく告発の認定があったときは、調

査結果を公表する。 
 
（本調査中における一時的措置） 
第 17条	 館長は、本調査を行うことを決定したときから、通報された研究活動に係る研究
費の使用を停止させることができる。 

２	 館長は、資金配分機関が被通報者に対し、当該事案に係る研究費の使用停止を命じた

場合には、当該研究費の使用を停止させるものとする。 
３	 館長は、不正行為が行われなかったと判断した場合には、前２項による使用停止およ

び第７条による証拠保全措置を解除するものとする。 
 
（研究費の使用中止、返還等） 
第 18条	 館長は、不正行為への関与があると判断した者に対し、当該研究費の使用中止を
命ずるものとする。 

２	 館長は、調査の結果不正行為があったと認めた場合、関係機関と協議の上競争的資金

等の返還等の措置を講ずることができるものとする。 
 
（その他） 
第 19条	 この要綱で定めるもののほか、博物館における研究活動における不正行為に係る
調査等に関し必要な事項は、館長が別に定める。 

 
 

付	 則 
（施行期日） 
１	 この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 
２	 この要綱の施行日以前において通報のあった事案について、既に行われた予備的な調

査については、要綱第４条に基づく予備調査とみなす。 
付	 則 

（施行期日） 
この要綱は、平成 29年３月 27日から施行する。 
 
 


